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(57)【要約】
【課題】外科手術の際の準備を簡便にすることが可能な
医療用無線給電システムを提供する。
【解決手段】医療用無線給電システムは、被検体の体表
面に沿って設置される第１の医療機器と、被検体の体腔
内に挿入される第２の医療機器と、第１の医療機器に設
けられ、所定の共振周波数で共振する送電コイルユニッ
トと、第１の医療機器において、送電コイルユニットと
は別体に設けられた機能部と、第２の医療機器に設けら
れ、所定の共振周波数で共振する受電コイルユニットと
、所定の共振周波数に一致する周波数の交流電力を送電
コイルユニットへ供給する電源装置と、機能部との連携
により所定の機能を実現するための構成を具備する外部
装置と、送電コイルユニット及び電源装置を接続するた
めの送電ケーブルと、機能部及び外部装置を接続するた
めの接続部材と、の少なくとも一部が一体的に設けられ
た複合ケーブルと、を有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の体表面に沿って設置することができるように構成された第１の医療機器と、
　少なくとも一部が前記被検体の体腔内に挿入されるように構成された第２の医療機器と
、
　前記第１の医療機器に設けられ、所定の共振周波数で共振できるように構成された送電
コイルユニットと、
　前記第１の医療機器において、前記送電コイルユニットとは別体に設けられた機能部と
、
　前記第２の医療機器に設けられ、前記所定の共振周波数に一致する共振周波数で共振で
きるように構成された受電コイルユニットと、
　前記被検体の体外に設置され、前記所定の共振周波数に一致する周波数の交流電力を、
前記第２の医療機器の駆動に要する電力として前記送電コイルユニットへ供給できるよう
に構成された電源装置と、
　前記被検体の体外に設置され、前記機能部との連携により所定の機能を実現するための
構成を具備する外部装置と、
　前記送電コイルユニット及び前記電源装置を接続するための送電ケーブルと、前記機能
部及び前記外部装置を接続するための接続部材と、の少なくとも一部が一体的に設けられ
た複合ケーブルと、
　を有することを特徴とする医療用無線給電システム。
【請求項２】
　前記機能部は、少なくとも流体を流通可能な径を具備する管路部、及び、前記第２の医
療機器から送信される無線信号を受信可能な受信部のうちの少なくとも一方を有して構成
されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の医療用無線給電システム。
【請求項３】
　前記外部装置は、気腹用ガスを流通可能な径を具備して形成された前記管路部との連携
により前記被検体の気腹に係る機能を実現できるように構成された気腹装置であり、
　前記接続部材は、前記管路部及び前記気腹装置を接続するための気腹チューブである
　ことを特徴とする請求項２に記載の医療用無線給電システム。
【請求項４】
　前記外部装置は、前記被検体の体腔内の物体を流通可能な径を具備して形成された前記
管路部との連携により前記物体の吸引に係る機能を実現できるように構成された吸引装置
であり、
　前記接続部材は、前記管路部及び前記吸引装置を接続するための吸引チューブである
　ことを特徴とする請求項２に記載の医療用無線給電システム。
【請求項５】
　前記外部装置は、気体を流通可能な径を具備して形成された前記管路部との連携により
前記被検体の体腔内への送気に係る機能を実現できるように構成された送気装置であり、
　前記接続部材は、前記管路部及び前記送気装置を接続するための送気チューブである
　ことを特徴とする請求項２に記載の医療用無線給電システム。
【請求項６】
　前記外部装置は、液体を流通可能な径を具備して形成された前記管路部との連携により
前記被検体の体腔内への送水に係る機能を実現できるように構成された送水装置であり、
　前記接続部材は、前記管路部及び前記送水装置を接続するための送水チューブである
　ことを特徴とする請求項２に記載の医療用無線給電システム。
【請求項７】
　前記第２の医療機器は、前記被検体の体腔内の被写体を撮像して得た画像信号を無線信
号として送信できるように構成された内視鏡であり、
　前記外部装置は、前記内視鏡から送信される無線信号を受信可能なアンテナを具備して
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構成された前記受信部との連携により前記画像信号の入力に係る機能を実現できるように
構成された画像入力装置であり、
　前記接続部材は、前記受信部及び前記画像入力装置を接続するための画像信号ケーブル
である
　ことを特徴とする請求項２に記載の医療用無線給電システム。
【請求項８】
　前記第２の医療機器の駆動に要する電力の供給を実施可能な状態であるか否かを報知す
るための制御を行う制御部をさらに有する
　ことを特徴とする請求項２に記載の医療用無線給電システム。
【請求項９】
　前記制御部は、前記第２の医療機器の駆動に要する電力の供給を実施可能な状態である
か否かに応じ、前記第１の医療機器、前記第２の医療機器、及び、前記電源装置のうちの
少なくとも１つに設けられた発光素子を発光または消光させるための制御を行う
　ことを特徴とする請求項８に記載の医療用無線給電システム。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記第２の医療機器の駆動に要する電力の供給を実施可能な状態である
か否かに応じた情報を表示部に表示させるための制御を行う
　ことを特徴とする請求項８に記載の医療用無線給電システム。
【請求項１１】
　複数の前記第１の医療機器の中から、前記第２の医療機器の駆動に要する電力の供給先
となる１つの前記第１の医療機器を選択できるように構成された切替スイッチをさらに有
し、
　前記制御部は、前記切替スイッチにより選択された前記１つの前記第１の医療機器が前
記複数の前記第１の医療機器のうちのどれであるかを報知するための制御をさらに行う
　ことを特徴とする請求項８に記載の医療用無線給電システム。
【請求項１２】
　前記第２の医療機器から出力される識別情報と、前記第２の医療機器に係る１以上の設
定パラメータを含む設定情報と、に基づき、前記識別情報に対応する前記設定情報に含ま
れる各設定パラメータが設定されている場合において、前記設定情報に応じた交流電力が
前記電源装置から供給されるように制御を行う制御部をさらに有する
　ことを特徴とする請求項２に記載の医療用無線給電システム。
【請求項１３】
　前記第１の医療機器及び前記第２の医療機器を併用可能であるか否かを視覚的に識別で
きるように構成された情報提示部をさらに有する
　ことを特徴とする請求項２に記載の医療用無線給電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用無線給電システムに関し、特に、医療機器に対して無線で給電を行う
医療用無線給電システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野で用いられる種々の器具及び装置において、電磁誘導現象を利用して電力の供
給を行うための構成を具備するものが近年提案されている。
【０００３】
　具体的には、例えば特許文献１には、トロッカー内に設けられた送電用コイルと、外科
手術用器具内に設けられた受電用コイルと、の間において電磁誘導を発生させることによ
り、当該トロッカーに挿入された当該外科手術用器具に対して電気外科手術エネルギーを
供給するような構成が開示されている。
【０００４】
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　一方、被験者に対する外科手術を行う前に、当該被験者に設置したトロッカーを介して
炭酸ガス等の気腹用ガスを腹腔内に注入することにより術野を確保するような手法（気腹
法）が従来知られている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、特許文献１に開示された構成のトロッカーを用いて気腹を行うためには、電源
から供給される電力をトロッカーへ伝送するための電気コードの他に、例えば、気腹装置
から供給される気体をトロッカーへ流通させるためのチューブを別途用意してトロッカー
に接続する必要がある。その結果、特許文献１に開示された構成によれば、外科手術の際
の準備が煩雑になってしまう、という課題が生じている。
【０００６】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、外科手術の際の準備を簡便にす
ることが可能な医療用無線給電システムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様の医療用無線給電システムは、被検体の体表面に沿って設置することが
できるように構成された第１の医療機器と、少なくとも一部が前記被検体の体腔内に挿入
されるように構成された第２の医療機器と、前記第１の医療機器に設けられ、所定の共振
周波数で共振できるように構成された送電コイルユニットと、前記第１の医療機器におい
て、前記送電コイルユニットとは別体に設けられた機能部と、前記第２の医療機器に設け
られ、前記所定の共振周波数に一致する共振周波数で共振できるように構成された受電コ
イルユニットと、前記被検体の体外に設置され、前記所定の共振周波数に一致する周波数
の交流電力を、前記第２の医療機器の駆動に要する電力として前記送電コイルユニットへ
供給できるように構成された電源装置と、前記被検体の体外に設置され、前記機能部との
連携により所定の機能を実現するための構成を具備する外部装置と、前記送電コイルユニ
ット及び前記電源装置を接続するための送電ケーブルと、前記機能部及び前記外部装置を
接続するための接続部材と、の少なくとも一部が一体的に設けられた複合ケーブルと、を
有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明における医療用無線給電システムによれば、外科手術の際の準備を簡便にするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】第１の実施例に係るトロッカーの外観を示す図。
【図１Ｂ】第１の実施例に係るトロッカーの要部の構成を示す図。
【図２】第１の実施例に係るバイポーラ電気メスの要部の構成を示す図。
【図３】図２のバイポーラ電気メスの先端部を拡大して示した図。
【図４】第１の実施例に係る医療用無線給電システムの要部の構成を示す図。
【図５】第２の実施例に係るトロッカーの構成を示す図。
【図６】第２の実施例に係るバイポーラ電気メスの構成を示す図。
【図７】第２の実施例に係る医療用無線給電システムの要部の構成を示す図。
【図８】第３の実施例に係る医療用無線給電システムの要部の構成を示す図。
【図９】第４の実施例に係る医療用無線給電システムの要部の構成を示す図。
【図１０】第５の実施例に係るトロッカーの構成を示す図。
【図１１】第５の実施例に係るバイポーラ電気メスの構成を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ説明を行う。
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【００１１】
（第１の実施例）
　図１Ａから図４は、本発明の第１の実施例に係るものである。
【００１２】
　図１Ａは、第１の実施例に係るトロッカーの外観を示す図である。図１Ｂは、第１の実
施例に係るトロッカーの要部の構成を示す図である。
【００１３】
　図１Ａに示すように、トロッカー１は、被検体の体表面に沿って設置することが可能な
略凸形状を具備して形成されている。また、トロッカー１は、処置具等を挿入可能な寸法
を具備する孔として形成された挿入孔２と、複合ケーブル２４（後述）の端部に設けられ
た複合コネクタ２６（後述）を着脱できるように形成されたコネクタ接続部３と、を有し
て構成されている。
【００１４】
　図１Ｂに示すように、トロッカー１の内部には、挿入孔２の外周部に沿って巻回された
送電用コイル４と、コネクタ接続部３に設けられた電気端子３Ａ及び送電用コイル４に対
して直列接続された送電用コンデンサ５と、少なくとも流体を流通可能な径を具備して形
成された管路部６と、が設けられている。
【００１５】
　また、トロッカー１の内部における送電用コイル４及び送電用コンデンサ５の周辺は、
樹脂等の絶縁部材で覆われている。なお、本実施例によれば、送電用コイル４の一部のみ
が樹脂等の絶縁部材で覆われるように構成してもよい。
【００１６】
　送電用コイル４は、トロッカー１の内部かつ挿入孔２の外周部において、挿入孔２の挿
入方向の軸（以降、挿入軸とも称する）に対して平行な（または挿入軸に一致する）巻き
軸を具備するとともに、挿入孔２の入口側の開口部（上部開口部）の近傍を略覆うように
巻かれている。そして、送電用コイル４の一方の端部が送電用コンデンサ５に対して接続
されているとともに、送電用コイル４の他方の端部が電気端子３Ａに対して接続されてい
る。
【００１７】
　さらに、トロッカー１においては、バイポーラ電気メス１１（後述）に内蔵された受電
コイルユニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周波数（例えば１３．５６Ｍ
Ｈｚ）を具備するように、送電用コイル４のインダクタンス及び送電用コンデンサ５のキ
ャパシタンスがそれぞれ設定されている。
【００１８】
　すなわち、トロッカー１の内部には、送電用コイル４及び送電用コンデンサ５を含む直
列共振回路としての送電コイルユニットが設けられている。
【００１９】
　図１Ａ及び図１Ｂに示すように、管路部６は、気体を流通可能な径を具備するとともに
、コネクタ接続部３における電気端子３Ａの近傍に設けられた気体流入口としての開口部
６Ａと、挿入孔２の出口側の開口部（下部開口部）の近傍に設けられた気体流出口として
の開口部６Ｂと、の間を繋ぐような形状を具備して形成されている。
【００２０】
　すなわち、トロッカー１の管路部６は、前述の送電コイルユニットとは別体に設けられ
た機能部として構成されている。
【００２１】
　図２は、第１の実施例に係るバイポーラ電気メスの要部の構成を示す図である。図３は
、図２のバイポーラ電気メスの先端部を拡大して示した図である。
【００２２】
　図２に示すように、バイポーラ電気メス１１は、切開または凝固等の処置を行うための
高周波電流を生体組織に印加可能な処置用電極１２を先端部に具備し、トロッカー１の挿
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入孔２に挿入可能な細長形状の挿入部１３を中途部に具備し、処置用電極１２の開閉動作
に係る操作を手動で行うことが可能な操作部１４を後端部に具備して構成されている。
【００２３】
　また、図２に示すように、バイポーラ電気メス１１は、樹脂等の絶縁部材で形成された
円筒状の外筒部１５により、挿入部１３の内部の水密が保たれるように構成されている。
【００２４】
　さらに、図２及び図３に示すように、外筒部１５の内部には、樹脂等の絶縁部材により
形成された円筒状の内筒部１６と、内筒部１６の外周部に沿って巻回された受電用コイル
１７と、受電用コイル１７において受電された交流電流の波形を（切開または凝固等の）
処置に適した波形に変換して処置用電極１２を駆動することが可能な変換回路１８と、受
電用コイル１７及び変換回路１８に対して直列接続された受電用コンデンサ１９と、が設
けられている。
【００２５】
　受電用コイル１７は、外筒部１５の内部かつ内筒部１６の外周部において、挿入部１３
の長軸に平行な（または一致する）巻き軸を具備するとともに、処置用電極１２の近傍か
ら操作部１４の近傍に至るまでの部分（挿入部１３の先端側から後端側に至るまでの部分
）を略覆うように巻かれている。そして、受電用コイル１７の一方の端部が受電用コンデ
ンサ１９に対して接続されているとともに、受電用コイル１７の他方の端部が変換回路１
８に対して接続されている。
【００２６】
　さらに、バイポーラ電気メス１１においては、トロッカー１に内蔵された送電コイルユ
ニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周波数（例えば１３．５６ＭＨｚ）を
具備するように、受電用コイル１７のインダクタンス及び受電用コンデンサ１９のキャパ
シタンスがそれぞれ設定されている。
【００２７】
　すなわち、バイポーラ電気メス１１の内部には、受電用コイル１７及び受電用コンデン
サ１９を含む直列共振回路としての受電コイルユニットが設けられている。
【００２８】
　一方、図４に示すように、本実施例の医療用無線給電システム２０１は、トロッカー１
と、バイポーラ電気メス１１と、電源装置２１と、フットスイッチ２２と、気腹装置２３
と、複合ケーブル２４と、を有して構成されている。図４は、第１の実施例に係る医療用
無線給電システムの要部の構成を示す図である。
【００２９】
　電源装置２１は、被検体の体外に設置され、複合ケーブル２４の端部から分岐した送電
ケーブル２５Ａを接続できるように構成されている。また、電源装置２１は、トロッカー
１の送電コイルユニットの共振周波数に一致する周波数の交流電力を、バイポーラ電気メ
ス１１の駆動に要する電力として供給できるように構成されている。さらに、電源装置２
１は、ＣＰＵ等の制御装置を備えた制御部２１Ａと、ＬＣＤ等の表示装置を備えた表示部
２１Ｂと、を有して構成されている。
【００３０】
　フットスイッチ２２は、信号ケーブル２７を介して電源装置２１に接続されるように構
成されている。また、フットスイッチ２２は、電源装置２１からトロッカー１への電力供
給をオンにするための指示信号を出力可能な給電開始スイッチ２２Ａと、電源装置２１か
らトロッカー１への電力供給をオフにするための指示信号を出力可能な給電停止スイッチ
２２Ｂと、を有して構成されている。
【００３１】
　気腹装置２３は、被検体の体外に設置され、複合ケーブル２４の端部から分岐した気腹
チューブ２５Ｂを接続できるように構成されている。また、気腹装置２３は、炭酸ガス等
の気腹用ガスを供給できるように構成されている。
【００３２】
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　複合ケーブル２４の一方の端部は、電源装置２１に接続される送電ケーブル２５Ａと、
気腹装置２３に接続される気腹チューブ２５Ｂと、の２つに分岐している。また、複合ケ
ーブル２４の中途部には、送電ケーブル２５Ａの中途部と、気腹チューブ２５Ｂの中途部
と、がそれぞれ内蔵されている。さらに、複合ケーブル２４の他方の端部には、コネクタ
接続部３に装着された際に、電気端子３Ａと送電ケーブル２５Ａとを電気的に接続するこ
とができるとともに、開口部６Ａと気腹チューブ２５Ｂとを連結することができるように
構成された複合コネクタ２６が設けられている。
【００３３】
　すなわち、以上に述べた複合ケーブル２４の構成によれば、送電ケーブル２５Ａ及び気
腹チューブ２５Ｂの少なくとも一部が一体的に設けられている。また、以上に述べた複合
ケーブル２４の構成によれば、複合コネクタ２６をトロッカー１のコネクタ接続部３に装
着することにより、電気端子３Ａ及び送電ケーブル２５Ａの接続と、開口部６Ａ及び気腹
チューブ２５Ｂの接続と、を一度に（同時に）行うことができる。
【００３４】
　一方、以上に述べた構成によれば、被検体の気腹に係る機能をトロッカー１の管路部６
及び気腹装置２３の連携により実現することができる。
【００３５】
　ここで、本実施例の医療用無線給電システム２０１の具体的な使用態様について説明す
る。
【００３６】
　まず、術者等は、例えば図４に示すように、被験者の体壁１００１にトロッカー１を穿
設し、電源装置２１及びフットスイッチ２２を信号ケーブル２７により接続し、電源装置
２１及び気腹装置２３と、トロッカー１のコネクタ接続部３と、を複合ケーブル２４によ
り接続する。
【００３７】
　次に、術者等は、気腹装置２３に設けられたスイッチ（不図示）をオンにすることによ
り、気腹装置２３からトロッカー１への気腹用ガスの供給を開始させる。
【００３８】
　気腹装置２３から供給される気腹用ガスは、複合ケーブル２４、複合コネクタ２６及び
管路部６を経て被験者の体腔内１００２へ注入される。
【００３９】
　その後、術者等は、体腔内１００２における術野が十分に確保されるまで気腹用ガスが
注入されたことを目視にて確認すると、気腹装置２３に設けられたスイッチ（不図示）を
オフにすることにより、気腹装置２３からトロッカー１への気腹用ガスの供給を停止させ
る。
【００４０】
　続いて、術者等は、体壁１００１に設置されたトロッカー１を介し、気腹用ガスの注入
により気腹された体腔内１００２へバイポーラ電気メス１１を挿入してゆく。
【００４１】
　そして、術者等は、例えば、内視鏡画像の観察または目視等により、体腔内１００２の
処置対象部位の近傍に処置用電極１２が到達したことを確認すると、給電開始スイッチ２
２Ａを操作することにより、電源装置２１からトロッカー１への電力供給をオンする。
【００４２】
　一方、電源装置２１は、術者等の給電開始スイッチ２２Ａの操作に応じて出力される指
示信号に基づき、例えば、トロッカー１の送電コイルユニットの共振周波数に一致する周
波数の交流電力を供給する。そして、このような交流電力の供給に伴い、トロッカー１の
送電コイルユニットとバイポーラ電気メス１１の受電コイルユニットとの間において磁界
共鳴現象が発生し、送電用コイル４から受電用コイル１７への送電が行われ、受電用コイ
ル１７において受電された交流電力が処置用電極１２の駆動電力として利用される。
【００４３】
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　以上に述べたような本実施例の医療用無線給電システム２０１によれば、電源装置２１
からトロッカー１へ供給される交流電力を伝送する送電ケーブル２５Ａと、気腹装置２３
からトロッカー１供給される気腹用ガスを流通する気腹チューブ２５Ｂと、が複合ケーブ
ル２４として略一体的に設けられているとともに、複合ケーブル２４の端部に設けられた
複合コネクタ２６がコネクタ接続部３に装着された際に、電気端子３Ａ及び送電ケーブル
２５Ａの電気的な接続と、開口部６Ａ及び気腹チューブ２５Ｂの連結と、が一度に（同時
に）行われる。その結果、本実施例によれば、外科手術の際の準備を簡便にすることがで
きる。
【００４４】
　なお、本実施例によれば、トロッカー１の機能部及び被検体の体外に設置される外部装
置の連携により実現される機能に応じ、複合ケーブル２４の構成を適宜変形することがで
きる。
【００４５】
　具体的には、例えば、体腔内の生体組織等の物体の吸引に係る機能をトロッカー１の管
路部６及び（被検体の体外に設置される）吸引装置の連携により実現する場合には、送電
ケーブル２５Ａと、管路部６及び前記吸引装置を接続するための吸引チューブと、を併せ
て（略一体的に）複合ケーブル２４に設けるとともに、複合コネクタ２６がコネクタ接続
部３に装着された際に、電気端子３Ａ及び送電ケーブル２５Ａの電気的な接続と、開口部
６Ａ及び前記吸引チューブの連結と、が一度に（同時に）行われるように構成すればよい
。
【００４６】
　また、例えば、視野の確保等を目的とした体腔内への送気に係る機能をトロッカー１の
管路部６及び（被検体の体外に設置される）送気装置の連携により実現する場合には、送
電ケーブル２５Ａと、管路部６及び前記送気装置を接続するための送気チューブと、を併
せて（略一体的に）複合ケーブル２４に設けるとともに、複合コネクタ２６がコネクタ接
続部３に装着された際に、電気端子３Ａ及び送電ケーブル２５Ａの電気的な接続と、開口
部６Ａ及び前記送気チューブの連結と、が一度に（同時に）行われるように構成すればよ
い。
【００４７】
　また、例えば、視野の確保等を目的とした体腔内への送水に係る機能をトロッカー１の
管路部６及び（被検体の体外に設置される）送水装置の連携により実現する場合には、送
電ケーブル２５Ａと、管路部６及び前記送水装置を接続するための送水チューブと、を併
せて（略一体的に）複合ケーブル２４に設けるとともに、複合コネクタ２６がコネクタ接
続部３に装着された際に、電気端子３Ａ及び送電ケーブル２５Ａの電気的な接続と、開口
部６Ａ及び前記送水チューブの連結と、が一度に（同時に）行われるように構成すればよ
い。
【００４８】
　一方、本実施例によれば、例えば、内視鏡から無線信号で送信される画像信号を受信可
能なアンテナ等を具備する受信部を機能部としてトロッカー１に設けてもよい。そして、
前記内視鏡により撮像された画像信号の入力に係る機能をトロッカー１の前記受信部及び
（被検体の体外に設置される）画像入力装置の連携により実現する場合には、送電ケーブ
ル２５Ａと、前記受信部及び画像入力装置を接続するための画像信号ケーブルと、を併せ
て（略一体的に）複合ケーブル２４に設けるとともに、複合コネクタ２６がコネクタ接続
部３に装着された際に、電気端子３Ａ及び送電ケーブル２５Ａの電気的な接続と、前記受
信部及び前記画像信号ケーブルの電気的な接続と、が一度に（同時に）行われるように構
成すればよい。
【００４９】
（第２の実施例）
　図５から図７は、本発明の第２の実施例に係るものである。
【００５０】
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　なお、本実施例においては、第１の実施例と同様の構成等を有する部分に関する詳細な
説明を省略するとともに、第１の実施例と異なる構成等を有する部分に関して主に説明を
行う。
【００５１】
　図５に示すように、本実施例のトロッカー３１は、第１の実施例のトロッカー１にＬＥ
Ｄ３２を設けたものと略同様の構成を有している。図５は、第２の実施例に係るトロッカ
ーの構成を示す図である。
【００５２】
　ＬＥＤ３２は、送電用コイル４及び送電用コンデンサ５を含む直列共振回路に接続され
ているとともに、トロッカー３１の外表面上における挿入孔２の入口側の開口部（上部開
口部）の近傍に発光面が位置するように設けられている。また、ＬＥＤ３２は、トロッカ
ー３１に接続された複合ケーブル２４を経て供給される電力に応じて動作するように構成
されている。
【００５３】
　また、図６に示すように、本実施例のバイポーラ電気メス４１は、第１の実施例のバイ
ポーラ電気メス１１にＬＥＤ４２を設けたものと略同様の構成を有している。図６は、第
２の実施例に係るバイポーラ電気メスの構成を示す図である。
【００５４】
　ＬＥＤ４２は、受電用コイル１７及び受電用コンデンサ１９を含む直列共振回路に接続
されているとともに、バイポーラ電気メス４１の外表面上における操作部１４の近傍に発
光面が位置するように設けられている。また、ＬＥＤ４２は、トロッカー３１により無線
で供給される電力に応じて動作するように構成されている。
【００５５】
　また、本実施例の電源装置２１の制御部２１Ａは、電源装置２１が動作している期間中
において、トロッカー３１の送電コイルユニットの共振周波数に一致する周波数を具備す
るとともに、ＬＥＤ３２及びＬＥＤ４２を動作させることが可能な程度の信号レベルを具
備する電力を常時（給電開始スイッチ２２Ａ及び給電停止スイッチ２２Ｂの操作によらず
に）供給するための制御を行うように構成されている。
【００５６】
　一方、図７に示すように、本実施例の医療用無線給電システム２０２は、トロッカー３
１と、バイポーラ電気メス４１と、電源装置２１と、フットスイッチ２２と、気腹装置２
３と、複合ケーブル２４と、を有して構成されている。図７は、第２の実施例に係る医療
用無線給電システムの要部の構成を示す図である。
【００５７】
　そして、本実施例の医療用無線給電システム２０２によれば、例えば、電源装置２１及
びトロッカー３１が複合ケーブル２４を介して接続されている場合において、ＬＥＤ３２
が発光するように構成されている。また、本実施例の医療用無線給電システム２０２によ
れば、例えば、電源装置２１及びトロッカー３１が複合ケーブル２４を介して接続されて
いない場合において、ＬＥＤ３２が消光するように構成されている。そのため、本実施例
によれば、電源装置からトロッカーへの電力供給を実施可能な状態であるか否かを、術者
等に認識させ易い態様で報知することができる。
【００５８】
　ところで、日本国特開平１１－１２８２４２号公報に開示されているような構成によれ
ば、トロッカーから外科手術用器具への電力の供給を無線で行っていることに起因し、当
該トロッカーから当該外科手術用器具への電力供給を実施可能な状態にあるか否かを術者
等に認識させることが困難である、という問題点がある。
【００５９】
　これに対し、本実施例の医療用無線給電システム２０２によれば、例えば、バイポーラ
電気メス４１の受電コイルユニットにより受電された電力がＬＥＤ４２の動作に要する電
力以上である場合において、ＬＥＤ４２が発光するように構成されている。また、本実施
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例の医療用無線給電システム２０２によれば、例えば、バイポーラ電気メス４１の受電コ
イルユニットにより受電された電力がＬＥＤ４２の動作に要する電力未満である場合にお
いて、ＬＥＤ４２が消光するように構成されている。そのため、本実施例によれば、トロ
ッカーからバイポーラ電気メスへの電力供給を実施可能な状態であるか否かを、術者等に
認識させ易い態様で報知することができる。
【００６０】
　なお、本実施例によれば、例えば、電源装置２１からトロッカー３１への電力供給を実
施可能な状態であり、かつ、トロッカー３１からバイポーラ電気メス４１への電力供給を
実施可能な状態において、ＬＥＤ３２及びＬＥＤ４２を相互に異なる点滅周期で発光させ
るような制御が制御部２１Ａにより行われるように構成してもよい。
【００６１】
　また、本実施例によれば、例えば、電源装置２１からトロッカー３１への電力供給を実
施可能か否か、及び、トロッカー３１からバイポーラ電気メス４１への電力供給を実施可
能か否かの組み合わせに応じて予め設定された相互に異なる音を、電源装置２１に設けら
れたスピーカから出力させるような制御が制御部２１Ａにより行われるように構成しても
よい。
【００６２】
　また、本実施例によれば、例えば、電源装置２１に設けられた複数の色の発光デバイス
のうち、電源装置２１からトロッカー３１への電力供給を実施可能か否か、及び、トロッ
カー３１からバイポーラ電気メス４１への電力供給を実施可能か否かの組み合わせに応じ
て予め設定された１つの色の発光デバイスを発光させるような制御が制御部２１Ａにより
行われるように構成してもよい。
【００６３】
　また、本実施例によれば、例えば、電源装置２１からトロッカー３１への電力供給を実
施可能か否か、及び、トロッカー３１からバイポーラ電気メス４１への電力供給を実施可
能か否かの組み合わせに応じて予め設定された相互に異なる文字列または記号を、表示部
２１Ｂに表示させるような制御が制御部２１Ａにより行われるように構成してもよい。
【００６４】
　また、本実施例によれば、例えば、バイポーラ電気メス４１と同様の受信コイルユニッ
トを有して構成された内視鏡を用いる場合において、電源装置２１からトロッカー３１へ
の電力供給を実施可能か否か、及び、トロッカー３１から前記内視鏡への電力供給を実施
可能か否かの組み合わせに応じて予め設定された相互に異なる文字列または記号を、前記
内視鏡により取得される観察画像に併せてモニタに表示させるような制御が制御部２１Ａ
により行われるように構成してもよい。
【００６５】
（第３の実施例）
　図８は、本発明の第３の実施例に係るものである。
【００６６】
　なお、本実施例においては、第１及び第２の実施例と同様の構成等を有する部分に関す
る詳細な説明を省略するとともに、第１及び第２の実施例と異なる構成等を有する部分に
関して主に説明を行う。
【００６７】
　図８に示すように、本実施例の医療用無線給電システム２０３は、トロッカー５１Ａ、
５１Ｂ及び５１Ｃと、バイポーラ電気メス４１と、電源装置２１と、フットスイッチ６２
と、気腹装置２３と、トロッカー５１Ａ～５１Ｃを個別に電源装置２１及び気腹装置２３
に接続するための複数の複合ケーブル２４と、を有して構成されている。図８は、第３の
実施例に係る医療用無線給電システムの要部の構成を示す図である。
【００６８】
　トロッカー５１Ａ、５１Ｂ及び５１Ｃは、第２の実施例のトロッカー３１と同様の構成
をそれぞれ有している。
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【００６９】
　フットスイッチ６２は、給電開始スイッチ２２Ａと、給電停止スイッチ２２Ｂと、給電
先切替スイッチ６２Ａと、を有して構成されている。
【００７０】
　給電先切替スイッチ６２Ａは、術者による操作に応じ、バイポーラ電気メス４１の駆動
に要する電力の供給先を、トロッカー５１Ａ～５１Ｃのうちのいずれか１つに切り替える
ための指示信号を出力することができるように構成されている。
【００７１】
　一方、本実施例の電源装置２１の制御部２１Ａは、例えば、給電先切替スイッチ６２Ａ
からの指示信号が信号ケーブル２７を介して入力される毎に、トロッカー５１Ａ→トロッ
カー５１Ｂ→トロッカー５１Ｃ→トロッカー５１Ａ→…のように、バイポーラ電気メス４
１の駆動に要する電力の供給先として設定するトロッカーを順番に切り替えるための制御
を行う。
【００７２】
　また、本実施例の制御部２１Ａは、トロッカー５１Ａ～５１Ｃのうち、バイポーラ電気
メス４１の駆動に要する電力の供給先として設定されている１つのトロッカーのＬＥＤ３
２を点滅させつつ発光させるとともに、当該交流電力の供給先として設定されていない２
つのトロッカーのＬＥＤ３２を点滅させずに発光させるための制御を行う。
【００７３】
　さらに、本実施例の制御部２１Ａは、バイポーラ電気メス４１の駆動に要する電力の供
給先として設定されている１つのトロッカーからバイポーラ電気メス４１への電力供給を
実施可能な状態において、ＬＥＤ４２を点滅させつつ発光させるための制御を行う。
【００７４】
　従って、図８に例示したような場合においては、トロッカー５１ＣのＬＥＤ３２及びバ
イポーラ電気メス４１のＬＥＤ４２をそれぞれ点滅させつつ発光させるための制御が行わ
れるとともに、トロッカー５１ＡのＬＥＤ３２及びトロッカー５１ＢのＬＥＤ３２をそれ
ぞれ点滅させずに発光させるための制御が行われる。
【００７５】
　以上に述べたように、本実施例によれば、複数同時に使用される各トロッカーの中から
、バイポーラ電気メスの駆動に要する電力の供給先として設定する１つのトロッカーを簡
単な操作で選択する（切り替える）ことができる。
【００７６】
　また、本実施例によれば、複数同時に使用される各トロッカーのうち、バイポーラ電気
メスの駆動に要する電力の供給先として設定した１つのトロッカーがどれであるかを、術
者等に認識させ易い態様で報知することができる。
【００７７】
　なお、本実施例は、トロッカー５１Ａ、５１Ｂ及び５１Ｃの３つのトロッカーを同時に
使用する場合に限らず、トロッカー３１と同様の構成を有する２つ以上のトロッカーを同
時に使用する場合において略同様に適用できる。
【００７８】
（第４の実施例）
　図９は、本発明の第４の実施例に係るものである。
【００７９】
　なお、本実施例においては、第１～第３の実施例と同様の構成等を有する部分に関する
詳細な説明を省略するとともに、第１～第３の実施例と異なる構成等を有する部分に関し
て主に説明を行う。
【００８０】
　図９に示すように、本実施例の医療用無線給電システム２０４は、トロッカー６１と、
バイポーラ電気メス７１と、電源装置８１と、フットスイッチ２２と、気腹装置２３と、
トロッカー６１を電源装置８１及び気腹装置２３に接続するための複合ケーブル２４と、
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を有して構成されている。図９は、第４の実施例に係る医療用無線給電システムの要部の
構成を示す図である。
【００８１】
　トロッカー６１は、後述の通信部７１Ｂから出力される無線信号を受信することが可能
な通信部６１Ａをトロッカー３１の内部に設けて構成されている。また、通信部６１Ａは
、通信ケーブル２８を介して電源装置２１に接続できるように構成されている。
【００８２】
　バイポーラ電気メス７１は、個体識別番号等の識別情報が格納されている記憶部７１Ａ
と、受電コイルユニットにおいて電力が受電された際に、記憶部７１Ａに格納された識別
情報を含む無線信号を生成して通信部６１Ａへ送信するように構成された通信部７１Ｂと
、をバイポーラ電気メス４１の内部に設けて構成されている。
【００８３】
　電源装置８１は、個体識別番号等の識別情報と、出力時間及び出力レベル等の１以上の
出力パラメータ（設定パラメータ）を含む設定情報と、をバイポーラ電気メス毎に個別に
関連付けたテーブルデータが格納されている記憶部８１Ａを電源装置２１の内部に設けて
構成されている。
【００８４】
　ここで、以上に述べたような構成を具備する医療用無線給電システム２０４の作用につ
いて説明する。
【００８５】
　まず、術者等は、例えば図９に示すように、被験者の体壁１００１にトロッカー６１を
穿設し、電源装置８１及びフットスイッチ２２を信号ケーブル２７により接続し、電源装
置８１及び気腹装置２３と、トロッカー６１のコネクタ接続部３と、を複合ケーブル２４
により接続し、さらに、電源装置８１とトロッカー６１（の通信部６１Ａ）との間を通信
ケーブル２８により接続する。
【００８６】
　電源装置８１の制御部２１Ａは、複合ケーブル２４及び通信ケーブル２８が接続された
ことを検出すると、（給電開始スイッチ２２Ａ及び給電停止スイッチ２２Ｂの操作によら
ず、）通信部６１Ａ及び通信部７１Ｂを動作させることが可能な程度の信号レベルを具備
する電力の供給を開始する。
【００８７】
　その後、制御部２１Ａは、トロッカー６１に接続された通信ケーブル２８を介し、通信
部６１Ａにおいて受信された無線信号に含まれる識別情報を取得する。
【００８８】
　そして、制御部２１Ａは、記憶部８１Ａに格納されたテーブルデータを参照することに
より、通信ケーブル２８を介して取得された識別情報に該当するバイポーラ電気メス７１
を特定し、さらに、当該特定したバイポーラ電気メス７１の設定情報に含まれる各出力パ
ラメータの中に未設定のものがあるか否かに係る判定を行う。
【００８９】
　制御部２１Ａは、バイポーラ電気メス７１の設定情報に含まれる各出力パラメータが設
定済みであることを検出した場合には、当該設定情報に応じた交流電力の供給を開始する
。
【００９０】
　一方、制御部２１Ａは、バイポーラ電気メス７１の設定情報に含まれるいずれかの出力
パラメータが未設定であるとの判定結果を得た場合には、当該設定情報に含まれる各出力
パラメータの設定を促す所定のＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ）を生成して表示部２１Ｂに表示させる。
【００９１】
　その後、制御部２１Ａは、バイポーラ電気メス７１の設定情報に含まれる各出力パラメ
ータの設定が完了するまでの間、前述の所定のＧＵＩの表示を継続するとともに、バイポ
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ーラ電気メス７１の駆動に要する電力の供給を停止する制御を行う。また、制御部２１Ａ
は、バイポーラ電気メス７１の設定情報に含まれる各出力パラメータの設定が完了した際
に、前述の所定のＧＵＩの表示を停止するとともに、当該設定情報に応じた交流電力の供
給を開始する制御を行う。
【００９２】
　なお、本実施例によれば、以上に述べたような構成を具備するものに限らず、例えば、
バイポーラ電気メス７１に適した出力時間及び出力レベル等の出力パラメータを含む設定
情報が記憶部７１Ａに予め格納され、さらに、当該設定情報に応じた交流電力を供給する
ための制御が制御部２１Ａにより行われるような構成を具備していてもよい。
【００９３】
　以上に述べたように、本実施例によれば、複数同時に使用される各トロッカーのうちの
どのトロッカーにバイポーラ電気メスを挿通したとしても、当該バイポーラ電気メスを術
者の所望の設定（または当該バイポーラ電気メスに適した設定）で動作させることができ
る。
【００９４】
（第５の実施例）
　図１０及び図１１は、本発明の第５の実施例に係るものである。
【００９５】
　なお、本実施例においては、第１～第４の実施例と同様の構成等を有する部分に関する
詳細な説明を省略するとともに、第１～第４の実施例と異なる構成等を有する部分に関し
て主に説明を行う。
【００９６】
　図１０に示すように、本実施例のトロッカー９１は、トロッカー３１の挿入孔２の周囲
に情報提示部９１Ａを設けて構成されている。図１０は、第５の実施例に係るトロッカー
の構成を示す図である。
【００９７】
　また、図１１に示すように、本実施例のバイポーラ電気メス１０１は、バイポーラ電気
メス４１のＬＥＤ４２の近傍に情報提示部１０１Ａを設けて構成されている。図１１は、
第５の実施例に係るバイポーラ電気メスの構成を示す図である。
【００９８】
　情報提示部９１Ａ及び１０１Ａは、例えば、トロッカー９１及びバイポーラ電気メス１
０１が併用可能であるか否かを視覚的に識別可能な情報をそれぞれ有して構成されている
。
【００９９】
　具体的には、情報提示部９１Ａ及び１０１Ａは、例えば、トロッカー９１の送電コイル
ユニットの共振周波数と、バイポーラ電気メス１０１の受電コイルユニットの共振周波数
と、が一致する場合には同じ色で着色されている一方で、トロッカー９１の送電コイルユ
ニットの共振周波数と、バイポーラ電気メス１０１の受電コイルユニットの共振周波数と
、が異なる場合には異なる色で着色されている。
【０１００】
　そして、以上に述べたような構成を具備するトロッカー９１及びバイポーラ電気メス１
０１によれば、複数のトロッカー及び複数のバイポーラ電気メスが同時に使用される際に
、併用可能なトロッカー及びバイポーラ電気メスの組み合わせがどれであるかを術者等に
容易に認識させることができる。
【０１０１】
　なお、本実施例の情報提示部９１Ａ及び１０１Ａは、以上に述べたような構成を具備す
るものに限らず、例えば、トロッカー９１及びバイポーラ電気メス１０１が併用可能であ
るか否かを識別可能な記号または文字列が記載されているものであってもよい。
【０１０２】
　また、本実施例の情報提示部９１Ａ及び１０１Ａは、以上に述べたような構成を具備す
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るものに限らず、例えば、トロッカー９１の挿入孔２の内径のサイズとバイポーラ電気メ
ス１０１の挿入部１３の外径のサイズとの間の適合性に応じて色分けされるものであって
もよく、または、トロッカー９１から供給され得る電力の大きさとバイポーラ電気メス１
０１の駆動に要する電力の大きさとの間の適合性に応じて色分けされるものであってもよ
い。
【０１０３】
　一方、本実施例によれば、例えば、被写体を撮像して得た画像信号を無線で送信するこ
とが可能な内視鏡に情報提示部１０１Ａを設けるとともに、当該内視鏡から無線で送信さ
れる画像信号を受信可能な受信回路を具備するトロッカーに情報提示部９１Ａを設けるよ
うにしてもよい。さらに、このような構成において、例えば、内視鏡及びトロッカーで用
いられる無線通信のプロトコルが一致する場合に情報提示部９１Ａ及び１０１Ａを同じ色
で着色する一方で、内視鏡及びトロッカーで用いられる無線通信のプロトコルが異なる場
合に情報提示部９１Ａ及び１０１Ａを異なる色で着色するようにしてもよい。
【０１０４】
　なお、以上に述べた各実施例の送電用コイル（または送電コイルユニット）は、バイポ
ーラ電気メス等の医療機器による処置対象の被験者の近傍に配置可能な限りにおいては、
トロッカー内に設けられていてもよく、当該被験者の側面に設けられていてもよく、また
は、当該被験者を横臥可能なベッドの内部に設けられていてもよい。
【０１０５】
　また、以上に述べた各実施例は、バイポーラ電気メスの代わりに、例えば、内視鏡、モ
ノポーラ電気メス、及び超音波処置具等を用いた場合においても略同様に適用できる。
【０１０６】
　また、以上に述べた各実施例においては、例えば、受電コイルユニットを具備する医療
機器内にバッテリ等の蓄電装置を設けることにより、当該受電コイルユニットにおいて受
電された電力を当該蓄電装置に蓄えた後で、当該医療機器の使用状況に応じた電力が当該
蓄電装置から供給されるようにしてもよい。
【０１０７】
　また、以上に述べた各実施例においては、バイポーラ電気メスの受電コイルユニットに
おいて受電された電力が、変換回路を介さずに、処置用電極へ直接供給されるように構成
してもよい。
【０１０８】
　また、以上に述べた各実施例においては、電源装置、トロッカー、または、バイポーラ
電気メスの変換回路のいずれかにインピーダンスマッチング回路が設けられていてもよい
。そして、このような構成によれば、例えば、送電用コイルと受電用コイルとの間の位置
及び姿勢の変化、または、受電コイルユニットを具備する医療機器における負荷状態の変
化等に応じてインピーダンスマッチング回路を制御することにより、磁界共鳴現象を利用
して給電を行う際の伝送効率を最適化することができる。
【０１０９】
　また、例えば、以上に述べたようなトロッカーの構成を適宜変形することにより、被験
者の体表面に沿って設置することが可能であるとともに、無線による給電を行うことが可
能であるような他の（トロッカー以外の）医療機器に対して各実施例の構成を適用するこ
ともできる。
【０１１０】
　本発明は、上述した各実施例に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲
内において種々の変更や応用が可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【０１１１】
１　トロッカー
２　挿入孔
３　コネクタ接続部
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３Ａ　電気端子
４　送電用コイル
５　送電用コンデンサ
６　管路部
６Ａ，６Ｂ　開口部
１１　バイポーラ電気メス
１２　処置用電極
１３　挿入部
１４　操作部
１５　外筒部
１６　内筒部
１７　受電用コイル
１８　変換回路
１９　受電用コンデンサ
２１　電源装置
２１Ａ　制御部
２２　フットスイッチ
２３　気腹装置
２４　複合ケーブル
２５Ａ　送電ケーブル
２５Ｂ　気腹チューブ
２６　複合コネクタ
２０１　医療用無線給電システム
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１１２】
【特許文献１】日本国特開平１１－１２８２４２号公報
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